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はじめに 

新型コロナウイルス感染症拡大時に、消費者が正確な情報を入手できず、不確かな情報に

影響を受けて商品を買い占めてしまう、あるいは新型コロナウイルスに便乗した悪質商法の

被害に遭うといった消費生活の問題が生じた。このような問題は、近年増加している大規模

自然災害の発生状況下においても同様に発生しており、自然災害や感染症拡大時といった緊

急時における消費者トラブルへの対応と消費者被害の防止に取り組む必要がある。 

本意見書では、消費者トラブルの未然防止と解決といった観点から、対応の方向性を示す。 

 
第１章 緊急時における消費生活相談 

緊急事態の種別（地震、台風、感染症）ごとに、消費生活相談について状況を把握した。 

 

１．東日本大震災の消費生活相談の特徴 

○ 消費者庁「消費者問題及び消費者政策に関する報告（2009～2011 年度）」によると、

震災発生後の１年間に、全国の消費生活センター等に寄せられた東日本大震災に関する

消費生活相談は、33,589 件となっている。震災発生直後の相談件数が最も多く、徐々に

減少していった。【参考１】 
震災発生直後に全国で際立って多かった相談は、「ガソリン」に関するものだったが、

１年を通して多く寄せられたのは、住まいの修繕、賃貸契約といった「工事・建築」、「不

動産賃貸」に関する相談があげられる。また、放射線物質が検出された食品等、原子力発

電所事故に関する相談も多く寄せられている。その他、震災による被害の大きかった、岩

手県、宮城県、福島県、茨城県の４県では、生活資金の借り入れやローンの返済など「フ

リーローン・サラ金」に関する相談、火災保険や地震保険の請求手続など「火災保険」に

関する相談、行政が行う生活支援策やり災証明書の発行手続き等「他の行政サービス」に

関する相談が寄せられる等、地域や時期によって異なる相談も寄せられた。【参考２】 
○ 本市においても、震災発生直後の３月 11 日から 31 日に受け付けた相談が 275 件と最

も多く寄せられたが、４月以降は徐々に減少していった。相談内容としては、震災発生

直後には、計画停電に伴う「電気」に関する相談や、日常生活に不可欠な「ミネラルウォ

ーター」、「ガソリン」に関する相談が多く寄せられていたが、最も多く寄せられた相談

は、物資の調達が難しくなり工期が遅れるといった「工事・建築」に関する相談だった。

【参考３】 
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２．自然災害（台風等）の消費生活相談の特徴 

○ 消費者庁「令和２年版消費者白書」によると、平成 30 年は地震、豪雨、台風等の災害

に見舞われ、東日本大震災の発生以降、自然災害に関する消費生活相談が 6,531 件と最

も多く寄せられたが、令和元年も８月から 10 月にかけて台風による災害に見舞われ、前

年を上回る 6,821件の相談が寄せられた。【参考４】 
相談内容としては、台風により損壊・浸水した住宅や自動車、ライフラインに関する相

談のほか、台風に便乗した悪質商法に関する相談もみられた。 
○ 本市では、令和元年９月と 10月に上陸した台風の影響により、自然災害に関する相談 
件数が前年度の２倍以上増加している。 
相談内容としては、住宅の修理に関する、「工事・建築」の相談が最も多く、年代別で

は 70 歳代、販売形態では訪問販売、契約金額は 100 万円以上の高額な相談が多く寄せら

れている。要因として、日中在宅していることが多い高齢者は、訪問販売を行う事業者と

接する機会が多いために、これらの相談が多く寄せられた可能性が考えられる。【参考５】 
 

３．新型コロナウイルス感染症の消費生活相談の特徴 

○ 消費者庁「令和３年版消費者白書」によると、令和２年は、新型コロナウイルス感  
染症拡大の影響が社会全体に広まり、新型コロナウイルス感染症に関する相談件数が 
２月以降大きく増加し、緊急事態宣言が発出された４月の 21,611件をピークに多くの 
相談が寄せられた。相談内容をみると、マスク等の「保健衛生品その他」に関する相談 
が多数みられたほか、スポーツ教室、結婚式や旅行等のキャンセルや返金に関する相 
談が寄せられた。その後、感染拡大の落ち着きや、マスク等の需給等の改善が見られ、 
相談件数は減少するが、令和３年１月に再び緊急事態宣言が発出されると、相談の急 
増はみられなかったが、ワクチン接種等の世間の関心が高い話題に便乗した詐欺的な 
手口の相談が寄せられた。【参考６】 

○ 本市においても、同様に４月をピークに、幅広い年代から多くの相談が寄せられた。 
最も多く寄せられたマスク等の「保健衛生品その他」に関する相談では、当初は品不足

に関する相談が多く寄せられていたが、「通信販売で購入した商品が届かない」といっ

たインターネット通販に関する相談や、「身に覚えのないマスクが届いた」といった相

談等が寄せられるようになった。その他、スポーツジムや結婚式等のキャンセルや返

金等に関する相談も多く寄せられた。また、自宅で過ごす時間が増えたこと等に関連

しているとみられる「オンラインゲームの課金」、「動画配信サービスの解約」等の相談

も寄せられた。【参考７】 
 

第２章 緊急時における消費生活トラブルへの対応と消費者被害防止の現状と課題 

１．平常時から事態発生後までにおける被害の未然防止・拡大防止の観点からの現状と課題 

(1)消費者教育・啓発について 

≪現状≫ 

〇 本市では、過去の災害発生時の消費者トラブルについての情報をホームページで提供
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し、啓発を行っているが、平常時からの消費者教育が、より一層求められる。 

○ 消費者庁の消費者教育推進会議において、緊急時における消費者行動について審議を

行い、消費者教育を中心として必要と考えられる対応について整理し、消費者教育によ

る平時からの備えとして「正しい情報を見極め、適切に行動する能力の育成（情報リテ 

ラシー教育）」、「生活必需品の管理などの知識・能力の向上、物資の備蓄や緊急時のマ

ニュアルの確認等の促進」、「不確かな情報を受け取った際、相談窓口への連絡を行うと

いった行動に移すことの重要性の啓発」が提示されている。 

 

≪課題≫ 

○ 緊急時に被害に遭わないように、平常時から正しい情報を見極め、適切な消費行動を 

とることができるように、緊急時における消費生活トラブルといった観点を踏まえた消 

費者教育の推進に取り組む必要がある。 

 

 (2)情報提供・発信について 

≪現状≫ 

○ 災害時に便乗した悪質商法の相談事例を、消費生活総合センターのホームページに掲 

載している。 

○ 消費者庁や国民生活センター等が発信している情報を、市や消費生活総合センターの 

 ホームページ、ツイッター、メールマガジン等で提供し、注意喚起を行っている。 

≪課題≫ 

○ 本市は、様々な広報媒体を保有しているが、より広く情報発信を行うためには、活用 

していない媒体についても有効に活用する必要がある。 

○ 緊急時に特化した情報提供が十分ではないので、よくあるトラブルを掲載したホー 

ムページを作成するなど、情報発信を充実させる必要がある。 

○ 緊急時には、必要な情報を入手する方法が分からず、不確かな情報に影響されてしま 

う可能性がある。また、インターネットが遮断された時や、情報弱者への情報提供をど

のように行うか検討が必要である。 

 

(3)経済局、消費生活総合センター、他部局、地域等での連携について 

≪現状≫ 

○ 消費生活総合センターでは、地域ケアプラザ等と連携して、専用回線による消費生活相 

談を受け付けている（試行でテレビ電話相談も受け付けている）。また、自治会町内会

をはじめ地域においては、相談事例を記載し、被害に遭わないための注意ポイント等を

掲載した「月次相談リポート」を、自治会町内会の掲示板への掲出等を行っている。 

〇 経済局では、地域で消費者被害を防止するため、消費生活推進員や自治会町内会、民

生委員等の活動を支援している。その他、福祉関係部局と連携し、地域ケアプラザ等及

び消費生活総合センター連携会議等の機会を通じて、消費者トラブルの相談事例等の情

報提供や、教育委員会事務局と連携して学校への出前講座や啓発物の配布を行っている 
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≪課題≫ 

○ 連携が十分でない他部局に、協力を働きかける必要がある。特に防災関係機関と連携 

して、所管する情報提供手段を活用させてもらうなどして、緊急時の消費者被害防止に

取り組んでいく必要がある。 

 

２．事態発生後における被害の相談・解決の観点からの現状と課題 

≪現状≫ 

○ 消費生活総合センターは、電話相談（祝日・休日、年末年始を除く毎日）、ファック 

ス相談、面接相談（平日のみ予約制）、メール相談を行っている。また、ホームページ 

への相談事例の掲載、チャットボットやIVR（電話自動音声応答システム）の導入によ 

り、消費生活トラブルについて、消費者が自己解決する助けとなるよう、対処法等の情 

報提供を行っている。 

〇 その他、県のかながわ中央消費生活センターでも、電話相談、メール相談等を受け付

けている。また、相談窓口の電話番号が分からない場合は、全国共通の消費者ホットラ

イン（１８８）にかけると、身近な消費生活相談窓口につながるようになっている。消

費者ホットラインが話中でつながらない場合は、国民生活センターの「平日バックアッ

プ相談」を利用することが出来る。 

 

≪課題≫ 

○ 事態発生後には、相談を受けている消費生活総合センターの施設の被害や通信回 

 線の断絶、消費生活相談員が出勤できない等、相談体制が整わない可能性がある。 

370万都市の相談を一手に担っているため、一時的に類似相談が爆発的に増える場 

合も考えられ、既存のセンター以外で相談体制の確保が求められる。 

〇 人に依存しない解決手段（チャットボット、ＩＶＲ、ホームページ等）の多様化を

進める必要がある。 

 

３．国及び神奈川県の動向 

(1) 国の動向 

 ○ 「消費者基本計画（2020 年～2024 年）（令和２年３月 31 日策定）」において、消費者

政策の基本的方針として「災害・感染症拡大など緊急時の対応」が提示された。本計画

は、令和３年６月に、コロナ禍における消費生活様式の実践に伴い、消費者をとりまく

環境が変化した事を踏まえ、新しい消費生活様式の実践に関する部分について一部改定

され、提示された基本方針も「新しい生活様式の実践や災害時への対応」と改定された。 

 ○ 「地方消費者行政専門調査会報告書（令和２年８月）」において、20年後の消費者行政

が目指すべき姿として、「感染症、自然災害等危機下において消費者の安全安心が確保さ 

れた社会の実現」が提示され、その実現に向けた対応策を「感染症、自然災害等危機下に

おける消費者の安全安心を確保する対応体制の構築」とし、基本的な考え方として、 
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「行政と消費者との間の双方向の情報発信、消費者間による情報交換等、迅速に情報を

入手し、適切な行動を取ることができるよう、互いに支え合える仕組みづくりが必要」と

している。 

 

(2) 神奈川県の動向 

 ○ 「かながわ消費者施策推進指針（2020年～2024年）」において、「災害発生に関連する

消費者トラブル等」が消費者をめぐる現状と課題としてあげられ、災害その他非常の事

態においても、消費者が合理的に判断し行動することができるよう、非常の事態におけ

る消費生活に関する知識と理解を深めることが必要としている。また、基本方向として

「消費者教育の推進と持続可能な消費行動の促進」が提示され、それに基づく取組みと

して、「災害等非常事態における消費生活に関する知識と理解の促進」を行うとして、ホ

ームページや SNSで情報提供を行い、普及啓発に取り組んでいる。 

 

第３章 緊急時における消費生活トラブルへの対応と消費者被害防止の対応の方向性 

 

１．基本的な考え方 

 

「平常時から、緊急時に対する意識を高め、備えを促す」 

 
２．対応の方向性 

 (1) 緊急時における消費者行動についての消費者教育の推進 

  ア 正しい情報を見極め、適切に行動する能力の育成（情報リテラシー教育） 

   〇 緊急時に不確かな情報が拡散し、それに影響を受けた行動をとってしまい混乱を

生じる場面があるので、平常時から正しい情報を見極め、適切に行動することを周

知する。 

  イ 生活必需品や金銭の管理などの知識・能力の向上、物資の備蓄や緊急時のマニュア

ルの確認等の促進 

   ○ 平常時から、物資の備蓄等を行う等、緊急時に備える事の重要性を啓発する。 

   ○ 緊急時の参考用として、災害時に発生しやすい消費生活トラブル事例等を掲載し

たウェブページを作成する。 

  ウ 主体的に消費者市民社会の形成に参画する消費者を育成する観点から、不確かな情

報を受け取った場合、相談窓口への連絡を行うといった行動に移すことの重要性の啓

発 

○ 消費者トラブルに遭った時に、消費生活総合センターや事業者のお客様相談室等

に相談する事が、消費者自身の解決だけでなく、周りに人々への被害拡大防止に役立 

つため、消費生活相談ができる窓口として、消費生活総合センターや消費者ホットラ 

イン（１８８）の認知度を向上させるための啓発を行う。 
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(2) 緊急時に便乗した消費者トラブル等の情報提供 

  ○ 平常時より、市の広報媒体や消費生活に関連する講座等で、緊急時に便乗した悪質

商法事例を情報提供する等、被害に遭わないように啓発を行う。 

〇 緊急時に便乗した悪質商法事例に特化したホームページを作成する等、すぐに情報

にたどりつき、印刷すればそのまま掲示が出来るといったような活用しやすい情報提

供の手法を検討する。 

〇 情報弱者等、多様な消費者に情報提供できるように、緊急時にはインターネットだ

けでなく、紙媒体、公用車を使った音声情報の発信など、様々な機会を捉えて情報提

供を行う。 

〇 緊急時には、市の広報媒体等を効果的に活用して悪質商法事例、被害の発生状況、

相談窓口、商品の供給情報等の正しい情報を迅速に提供できる仕組みを検討し、悪質

商法の注意喚起や冷静な購買活動の呼びかけを行う。 

  

 (3) 経済局、消費生活総合センター、他部局、地域等での連携強化 

 ○ 平常時より、他部局等の広報媒体や講座、地域防災訓練等、様々な機会で、緊急時

における消費生活トラブル等の情報提供・啓発を行う。 

○ 緊急時には、消費者被害の他に、特に重要で迅速に素早く周知すべき情報について

は、市の災害対策本部等に情報提供するともに、関係部局と連携して、緊急時に便乗し

た悪質商法事例、相談窓口等に関する情報提供を行う。 

○ インターネットが遮断された時や、情報弱者等の多様な消費者に対応するために、

他部局、地域等が保有している媒体、資産を有効活用できるように働きかける。 

 

(4) 事態発生後の相談及び解決手法の検討 

  ○ 身近な地域で相談解決が出来るように、相談の担い手（地域ケアプラザ職員、消費

生活推進員等）に緊急時における消費者トラブルについての知識を深めてもらう等、

学びや活動を支援する。 

○ 事業者に身近な地域の相談の受け皿となってもらえるように協力を働きかける。 

 ○ ICTを活用する等、相談員の相談解決によらない手段の強化や、相談業務のテレワー

ク化の体制整備、非対面型の来所相談対応を検討する。 
○ 消費生活総合センターの相談受付業務が実施できない時は、消費者ホットラインの

接続先を対応可能な地域へ転送するといった緊急時の対応について消費者庁に働きか

ける。 
 
【参考】消費者庁 消費者白書 令和３年度 
新型コロナウイルス感染拡大に伴う相談体制の変更等を行った市町村や、令和２年７月 
豪雨により相談業務の継続が困難になった市町村に対し、消費者ホットライ 188 の接続 
先を都道府県の消費生活センター等に変更する対応を行っている。その他に、国民生 
活センターでは、関連した消費者トラブル相談について臨時で相談窓口を開設している。 
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おわりに 

本意見書は、自然災害や感染症拡大等の緊急時における消費生活トラブルへの対応と消費

者被害防止についての対応の方向性を示し、消費者の安全安心を確保する体制の構築を期待

するものであり、これを受けて、本市の体制を整備するため、十分な検討を行い、具体的な

施策に取り組むことが重要である。 
なお、平常時より発生している、孤立した高齢者に悪質事業者が訪問するといった深刻な

消費者被害が、緊急時に数多く発生するトラブルによって隠れてしまうことで、取りこぼさ

れることがないように、並行して対応していくことが必要である。 









●自然災害（台風）関連

【参考４】消費者庁 「令和２年版消費者白書」 

4









●新型コロナウイルス感染症関連

【参考６】 消費者庁 「令和３年版消費者白書」 
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第 1２次審議会 

「若年者への消費者教育の在り方についての意見」に基づく取組報告 

資 料 ３ 

取組１ 若者の消費者被害救済・啓発キャンペーン 

成年年齢引き下げを見据えた若年者の消費者被害未然防止の取組として、主に若者を対象とし

た注意喚起キャンペーンを実施しました。 

１ 啓発物品（除菌ウェットティッシュ）の街頭配布 

18区の主要ターミナル駅前を中心とした市内 20か所（１か所につき 20回、３時間程度）と

市内大学４校で、主に若者を対象に、啓発文言を入れた除菌ウェットティッシュを配布。 

（約 127,000個） 

２ 啓発物品・リーフレットへの市立高校への配付 

市立学校の全生徒を対象に、除菌ウェットティッシュ及び啓発リーフレットを配付。 

（約 7,700部） 

３ 市内ＰＲボックスへの啓発チラシの配架 

鉄道駅や市民利用施設等に設置されている、市内約 500か所のＰＲボックスへ啓発チラシを

配架。 （約 15,000部） 

１ 啓発物品（除菌ウェットティッシュ） 

２ 高校配布用リーフレット（神奈川県作成） ３ ＰＲボックス配架用チラシ（消費者庁作成） 





 

 

 

                                                         

第 13次横浜市消費生活審議会 

消費者被害救済部会報告書 

目  的 

消費者から申出のあった消費生活上の被害に対し、消費生活総合

センターにおいて、被害救済のための必要な助言その他の措置をと

ったにもかかわらず、解決することが困難であった紛争について、

あっせん及び調停等を行うことを目的とする。 

構成委員 

（◎は部会長） 

※ 未開催のため、部会長は選出されていません。 

天野 正男  委員 

大森 俊一  委員 

 城田 孝子  委員 

望月 陽介  委員 

開催状況  

開催年月日  

議  題  

議事概要  

今後の予定

(R4.9月まで) 

・付託案件がある場合には、その都度、部会を開催し、付託案件がな

かった場合には、状況確認のための部会を開催する。 

 

資 料 ４－１ 

令和３年度は、付託に至る案件がなかったため、事務局から部会委員へ書面にて状況報

告を行い、部会の開催はありませんでした。 

【令和３年度の検討状況】 

あっせん不調後の時間経過後に付託検討を開始した場合、相談者の考えに変化が生じ

る、既に他機関への相談に移行しているなど、付託に繋がりにくいことから、相談やあっ

せんを行っている段階から、付託に向けた検討を始められるよう、センターと随時情報共

有を図り、より積極的な検討を進めていました。また、センターからの情報提供に加え、

事務局においても、未解決の付託の可能性のありそうな案件について、調査も行いました。 

特に、相談の多い水回りのトラブルに関するものなどを注視し検討していましたが、結

果として、相談者の中で妥協できる交渉結果に落ち着く、他機関へ移行するなどの理由に

より、付託に至る案件はありません（令和４年３月２日時点）。 



 

                                                         

第 13次横浜市消費生活審議会 

公募委員選考部会報告書 

目   的 

審議会において、消費者を代表する委員の一部を市民からの公募に

よる委員とすることにより、市民の立場からの意見及び提案等を政策

形成過程に活用するとともに、審議会を市民に開かれたものとし、市

民との協働による消費者行政の実現を図ることを目的とする。 

（第６次横浜市消費生活審議会から実施） 

構成委員 

※ 未開催のため、部会長は選出されていません。 

河合 直美 委員 

三浦 紀子 委員 

花田 昌士 委員 

開催状況  

開催年月日   

議   

 

今後の予定 

(R4.9月まで) 

部会開催予定 １回 

開催予定時期 ・令和４年８月に１回 

審議内容等 

（予定） 

【令和４年８月】 

・応募者の選考 

 

 
【参考】横浜市消費生活審議会公募委員要領（抜粋） 

７ 選考部会  

(1) 選考部会は、消費生活審議会委員のうち学識経験のある者、消費者を代表する者、 

事業者を代表する者から各１名の委員をもって組織する。 

        

 

 

開催なし 

（令和４年２月末時点） 

 

資 料 ４－２ 



 

 

 

 横浜市の消費者教育推進において、これまでの取り組みに加え、令和４年度か

ら新たに必要になる視点や引き続き取り組むべき事項、拡充していくことが望ま

しい事業等を、令和４年度における重点取組事項として次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度重点取組事項 

１．成年年齢引き下げに対応した、消費者教育・啓発の充実  

 

令和４年４月１日から「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が

１８歳に引き下げられます。引き下げ後の被害状況を注視しつつ、これに対応し

た消費者教育・啓発に引き続き取り組みます。 

 

【取組の例】 

・様々な媒体、機会を利用した成年年齢引き下げの周知・啓発 

・学校向け出前講座等の、若年者向け消費者教育の実施 

３．脱炭素社会の形成に向けたエシカル消費の普及・啓発  

 

世界的な目標である SDGｓの達成に向け、脱炭素社会（カーボンニュートラ

ル）への注目が高まっています。人や社会・環境に配慮した消費行動「エシカル

消費(倫理的消費)」の普及・啓発により、持続可能な社会の形成に向けた消費行

動を促します。 

 

【取組の例】 

・エシカル消費等に関する講演会や講座の開催 

・エシカル消費普及・啓発のための教材の作成 

２．地域における消費者被害防止に向けた活動の活性化  

 

消費生活推進員による啓発活動等、地域での主体的活動・交流・見守りを促進

し、地域住民の意識向上や知識・情報の普及によって、消費者被害の未然防止を

図り、市民の安全・安心な消費生活を推進します。 

 

【取組の例】 

・消費生活推進員等による地域での啓発等、活動の支援・促進 

・地域の消費者被害未然防止・拡大防止のための見守り・啓発の推進 




